
第2回 今後の看護教員のあり方に関する検討会  

議事次第  

平成21年7月13日（月）  

18：00～20：00  

厚生労働省共用第8会議室  

1． 開会  

2． 議事  

1） 看護教員の養成について  

2）その他  

3．閉会  

【質料】  

質料1  第1回検討会における委員の主な意見  
資料2  主な検討課題と論点  

資料3  今後の検討会の進め方（案）  

資料4  都道府県別看護師等養成所・准看誰師養成所及び教員数  

資料5－1 設置主体別看護師3年課程養成所の専任教員数  

資料5－2 規模別看護師3年課程養成所数  

資料6  看護師等養成所の専任教員の要件  

資料7  看護教員養成講習会実施要領  
資料8  看護教員養成講習会未受講者の都道府県別割合  

資料9  看言隻教員養成講習会の実施状況について（概要）  

資料10  長野県提出資料  

資料11  滋賀県提出資料  

資料12  福岡県提出資料   

参考資料  看言隻数員養成講習会の実施状況について   



第1回検討会における委員の主な意見  

Ⅰ 看護教員の養成について  

【看護教員養成講習会に関して】  

01年間の看護教員養成講習会は有益である。受講したことで、教員としての姿勢や   

態度には変化がみられ、組織内でも活躍してくれる。  

○看護教員養成講習会では講義などの指導の仕方は敢えているが、教員としての業   

務をすべて教えているわけではない。もっと現場ですぐに活かせるような内容の教   

員養成講習会を行う必要がある。  

○毎年実施する県は限られていて、県外に出なければ受講できないといった実情もあ   

る。今の実施方法では、物理的な問題や家庭の事情から看護教員養成講習会を受   

けたくても受けられない人もいるのではないか。  

○看護教員養成講習会を実施する県にばらつきがある。養成所の数や未受講者の数   

などいろいろな要因があるだろうが、1県で必要な人数が集められないこともある。  

○看護教員養成講習会を受講したくても出来ない人が少しでも受講できるよう、放送   

大学、通信制、eうーニングの活用などの方法を導入してはどうか。  

○特定の施設や研修制度だけでなく、大学での科目履修を認定できるようにすれば、   

近隣の大学で受講でき、長期間職場を空けずに済むのではないか。  

○養成所から研修には出せない、研修に出すとしても欠員のままという施設もあり、   

養成所には講習会に送り出すだけのマンパワーや財政の余裕がない。無理をして   

講習会に出しても、養成所に戻ってすぐやめてしまうことがある。  

○高等学校の看護教員の養成は、看護教員養成コースを有する10数校の課程認可   

大学で行われるが、コースを選択する学生が少数であるため、養成が少ない。  

Ⅱ 看護教員の継続教育について  

【各教育機関での継続教育の現状と課題について】  

○医師は、大学に所属していても病院で外来をするなど患者とかかわりが持てる。看   

護師の場合、ユニフィケーションを実施しているところでも、病院と学校の仕事を1   

人がこなすとなると、人数の問題等で限界があり、医師と同様にはいかない。  

○病院と学校のユニフィケーションは身分の保証や給与の関係などの問題で実践で   

きない所が多い。   



○大学等では教師教育という意味でFD（ファカルテイ・ディベロップメント）の取り組み   

が義務づけられているが、さらに看護実践能力を活かせるようなFD等の取り組み   

が必要である。  

○教育や看護実践能力、研究、マネジメントといった内容について設置主体が組織的   

に教員の研修を体系化しているところがある。  

○大学が養成所も含めた看護教員を集めて公開講座等の講習を開催し、専任教員の   

卒後教育を担っているところもある。  

○病院に付属の看護学校がある場合、教員が一定期間、希望する病棟で研修を行え   

るシステムを構築しているところや、採用後の教員研修を体系化し、研究調査日の   

取得や臨床研修制度等を導入しているところもある。  

○新人教員は即実践が求められその現状は過酷なので、指導教員や助言システムを   

用意している。  

○大学院修了等キャリアアップした看護教員たちは、大学へ流れてしまう。学習をつ   

んだ教員が養成所で能力を発揮しながら教育にあたるという環境が整っていない。  

○看護教員養成講習会を含め継続教育は絶対に必要であるので、継続教育を受ける   

ことへの経済的補助も考えてほしい。   

【教員に求められる資質と評価について】  

○看護師の専門能力、臨床実践能力を看護教員になってからも維持することは困難   

であり、臨床を離れている看護教員に看護実践能力を求めるのは無理がある。  

○看護実践能力と教育実践能力のどちらも必要で、そのバランスが大事であり、両方   

を補い合うシステムを作ることが重要である。  

○看護教員には教育学、教育論が不足しており、その視点を育てる必要がある。  

○教育的まなざしを学生に伝える技と知性としてのコミュニケーション能力が看護教員   

には必要である。  

○学生は多様化しており、看護教員には指導力やカウンセリング能力等も求められて   

いるが、画一的ではなく、個々の能力を高めていけるような仕組みが必要である。  

○文字を読む、書く力といった基礎学力の差が他分野の教員に比べて大きい。  

○看護教員の役割は、臨床実践能力の担保ではなく、誰に学生を預けたら優れた臨   

床実践の指導をしてもらえるかを見極め、状況を説明できることが重要である。教   

員には時代の要請に合ったカキュラムを作成できることが求められる。  

○教員の自己、他者評価システムが5年一貫校では浸透しつつある。  
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【自己研鏡について】  

○臨地実習指導と講義にほとんどの時間を責やし、自己研鏡の時間が十分にとれて   

いない現状がある一方で、研修に積極的に参加する人が多い養成所もある。  

○専門看護師の資格を有する教員の中には、定期的に病院の外来に出たり、臨床と   

の研究会を作ったりして、臨床とのつながりを持っている者もいる。  

○臨床での自己研絹を研修として位置づけるなど、自己研錯の機会を組織的にシス   

テムとして確保していくことが必要である。  

【今後の継続教育のシステムについて】  

○看護教員の成長を新任、中堅、ベテランといった段階別モデルを作成して対応する   

とよい。  

○大学が行っている講習等の教員の継続教育を各都道府県で行えるよう体制化す   

る必要がある。  

○看護教員のキャリアアップやユニフィケーションのシステム化を考える必要がある。  

Ⅲ 臨床家の活用と臨地実習の指導体制について  

【臨床家の教育者としての活用】  

○臨床の実習指導者は、看護師の業務と兼任でしか学生と関われていないので、専   

任として関われる人の配置を義務づける取組みや、学生が行う学内演習から関わ   

ることができるシステムが必要である。  

○看護教員が高度な看護実践能力を維持するためには、病院内での看護実践能力   

の活用をどのように考えるかが大きな課題である。  

○看護教育において臨床家と看護教員の協働の仕方について、その仕組みづくりが   

重要である。  

○高度実践能力を持つ看護職員（認定看護師や専門看護師等）を教員として活用す   

るシステムを作る必要がある。  

○臨地実習指導に関わる看護教員や臨床の実習指導者といったマンパワー不足から、   

学生に安全に実習を行ってもらう環境を整えるのに苦労している。  

【臨地の実習指導者について】  

○病院によっても実習指導者の配置数に差があるが、実習病院で職員を実習指導者   

講習会へ派遣する際は、病院の負担であり、経済的支援がないのが厳しい。  
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○小さい病院が病院だけで実習指導者を養成して配置するということは不可能であり、   

学校で養成費用を負担しないと動かない現状がある。  

○臨床の実習指導者も含めて実践能力のある人が、実習にきた学生に関われる体制   

作りが必要である。  
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主な検討課題と論点  

1．質の高い看言蔓教員を養成するための看護教員養成のあり方及び要件につい  

て  

看護教員養成講習会の実施体制は、各都道府県によって異なるが、ブロッ  

ク単位などで調整する必要はあるか  

看護教員養成講習会の質の充実・確保をどのように図るか  

看護教員養成講習会の未受講者を減らすためにはどのような方策が必要  

であるか  

看護職員や教員の高学歴化が進む中で、現在の専任教員の要件をどのよう  

に考えるか  

2．看護教員の継続教育について  

現状を踏まえ、看護教員の新任時期から連続した継続教育の仕組みをどの  

ように考えるか  

看護教員の資質を高める紘続教育にはどのような内容が必要か  

看護教員の継続教育の方法として、どのようなことが考えられるか  

看護教員の実践能力を高める方策にはどのようなものがあるか  

3．臨床家の活用と臨地実習の指導体制について  

臨地実習の質を確保するにはどのような指導体制の整備が望ましいか  

臨床家を効果的に活用するためにはどのようなシステムが考えられるか   



今後の検討会の進め方（案）  

【第2回■第3回】  

質の高い看護教員を養成するための看護教員養成のあり方及び教   

員の要件について  

【第4回】   

看護教員の継続教育に関する現状と課題について  

【第5回】   

看護教員の継続教育システムのあり方について  

【第6回】   

臨床家の活用と臨地実習の指導体制について  

【第7回】   

とりまとめ（案）   
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都道府県別看護師等養成所・准看護師養成所及び教員数（平成19年4月）L  

l 看護師等養成所注）  
養成所数（校）  准看護師・成‾   ⊂コ架   
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合計     l   66161 
12   

6976  256  1，396   

注）着通師等蒸成所（全日・定時・通信制）数‥2年課掛3年課程・馳師課程・助産師課程■統合力リキュラムの養成所故  准看謡師速成所数 

‥高等学校衛生石言重科は除く   

看喜摘等葦成所数及び教員数は14条報告、准看減師養成所数は看詫間係統計持料集、教員数は都道府県報告よリ   



設置主体別看護師3年課程養成所の専任教員数  
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資料5－2   

規模別看護師3年課程  
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【看護師等養成所の専任教員の要件】  

看護師等養成所の専任教員になることができる者   

ア．5年以上業務に従事し、専任教員として必要な研修注1を修了した者   

イ．3年以上業務に従事し、大学で教育に関する科目滋を履修して卒業した者   

り．看護師（保健師・助産師）の教育に閲し、ア．と同等以上の学識経験を有すると認められる者  

注1「専任教員として必要な研修」  

■厚生労働省看護研修研究センターの看護教員養成課程  

・厚生労働省が認定した看護教員養成講習会（旧厚生省が委託実施したものを含む。）  

・国立保健医療科学院の専攻課程（平成一四年度及び平成一五年度旧国立公衆衛生院の専攻課程看護コースを含む。）及び専  

門課程地域保健福祉分野（平成一六年度）  

注2「教育に関する科目」  

教育の本質一目標、心身の発達と学習の過程、教育の方法・技術及び教科教育法に関する科目のうちから、合計四単位以上  

看護師等養成所の運営に関する指導要領について第四－1  

看護師等養成所の運営に関する手引きについて第四－1一（1）より   



○看護教員養成講習会実施要領 （平成10年3月4日健康政策局長通知）   

1 目的   

看護職員の養成に携わる者に対して必要な知識、技術を修得させ、もって看護教育の   

内容の充実向上を図ることを目的とする。  

2 講習会の実施  

講習会は、都道府県又はこれに準ずるものとして厚生省が認める者が実施するものと   

する。  

ただし、都道府県が実施する場合において、事業の目的達成のため必要があるときは、   

業務の一部をその適当と認める者に委託することができる。  

3 期間  

原則として八か月（九〔〕○時間）以上  

4 受講対象者   

保健婦、助産婦又は看詭婦として五年以上業務に従串した者であって本講習会修了後   

石誰教育に従サする者とする。  

5 受IiJ■描‾数  

原貝りとして一か所三○人以上とする。  

6 教育内容  

別紙一の講習科目を標準とすること。  

7 教室等  

（1）講習期間中専用に利用できる教室（八On了以上）が碓保できること。  

（2）グルーープワークをするため〝）部屋（演習室）が砧保できることが望ましいこと。  

（3）必要な図．‡「を有する図．】：＝室を利用できること〔）  

（4）教室等は採光、換気等が沌当であり、学習膵境にふさわしい考渥がなされているこ  

と。  

8 講習会担当者  

専任の教育担当者及び≠務担当者を配首・■けること。   

なお、教育担当者は、原則として次のいずれかに該当する者であること。  

（1）瑞一喝放＝才さ成講習会等の修了者で卑任教員の経験を仔する者  

（2）保健婦、助産婦又は看諸姉として保催婦助産婦看誰婦学校正成所指定規則（昭和二   

六年文部省・J■，（生省令第一号）別表三の中二門分野の教育内容のうちの一つの業掛こ三年   

以上従事した者で、大学において教育に関する科目を履修したもの  

9 講師  

（1）講師は大学教授、助教授又はこれに準ずる者とすること。  
ただし、これらの者とすることが困難な場合は、三行巡婦等養成所の教務主任等とす  

ることができる。  

（2）看誹教育課程等のグループワークの指捏者については、必要数を確保すること。  

10 経北   

国は子持の範囲内で別に定める基準により補助を行うものとする。  

1   



11手続等  

（1）講習会を実施しようとする者は、毎年度二月末日までに次の事項を記載して認定申請   

書を本職あて提出すること。  

なお、認定申請は、実施しようとする講習会ごとに行うものとする。  

また、申請後、その内容について変更がある場合には、あらかじめ変更中詣を行い、   

承認を得ること。  

ア 開催の目的  

イ 主催者の名称及び主たる事務所の所在地  

り 講習会に要する経費の収支予算  

工 講習会の名称  

オ 講習会の会場名及びその所在地  

力 開催期間及び日程  
キ 受講者の定員  

ク 教育内容  

ケ 各教室の用途及び面耕  

コ 専任の教育担当者及び言辞師の氏名、担当科目及び時間数並びに机芋及び職位  

サ 専任の●トニ務担当者の氏名  

シ 講習会の経理について、10に定める基動こより、別途、補助の申鈷を行う予定の  

場合はその旨  

（2）（1）の．言忍定申請．1：・：には次に掲げる．I：：頒を添えること。  

ア 専任の教育担当者の／棚封：▲：  

なお、届比至．1：：は、教育担当者として必要な経歴を有することを明らかにするもの  

とすること。  

イ 都迫府県が華務の一部をその油当と認める者にキ託する場合は、委託契約．】く二（写）  

ウ その他参考となる賃料  

（3）講習会の主催者は、その開始の日の二週間前までに、受言陀者名簿を本職あて提出す  

ること。  

（4）誹習会修了者には、修了証（別紙二）を交付すること。  

（5）受講者の出席状況を的柵に把握し、出席状況が不良な者については修了を認めない  

ものとすること。  

（6）講習会の終了後は、一か月以内に次の叫項を記載した実施状況報告パを本職あて提  

出すること。  

ア 修了者数  

イ 書経習会の実施状況の概要及びその評価  

（7）修了者に関する記録その他の言推習会の実施に関する記録は、適切に保管すること。  

も   



＜こ別紙1看護教員養成講習会教育内容＞  

区分   
～   教育内容  授業内容   

時間数   備考   

基礎分野  

】  

論理学   

（看護教員として必要  

な基礎知識を学ぶ。）  

】   
看護教育の基盤    i   計60  

教育分野  
ト  教育原理   教育方法、教育   

教育方法  評価は、看誠に関  

勺 教育の基盤  する科目に含める  

こともできる。   

教育評価  計90  

30  

教育心理学        専崇霊芝関する分野 看護箭  30  

（有雑学の教授、学習  
看紙数育■たを  

看謹教育学  
行進教育論  15  

含む。  

有誹教育制度  15  

有言生牧育課程  看護教育課程  60  

イ冨／真数育．課程綱習  45  

イ盲一誹教育方法   90  授芋案作成と模擬  

脚法 丘，甘教市方法隅習  90  
有誹．放育実習  90   

】ム 

‖  30  
／1・言現女古漬習 

貞  90  

′面研究  30  

研究の基膵及  

研究  研究方法   60   び小二例研究、J．tJ査  

方法を含む。  

有謹学校経営  イ？誰学校管更堅   15  

小計  690  

宥謹教員燕成  

そ－ノ〕他  60   に必要と思われる  

教育内容とする。   

合計  900  

（∋   



看護教員養成講習会未受講者の都道府県別割合   
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赤字‥過去5年間（H16～20）に講習会を開催していない県（H19．4月現在）  

◆高知県  
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◆   

大分県  

沖縄県  警県 山口県  
京都府  ◆佐賀県◆新潟県   ●◆ ▲．で≡草県▼新潟県  京都府  ．  

ー ◆佐賀県◆新潟県  

盲哀㌔ま・ニ偏痕Ⅶ表窟＞肌¶〉＝－¶－・▲草野           皇 徳島県   r訂  

ml、▼－▲‾▼‾▼‾▼1‖▲■1′一■h－¶m －－ ≠■←・・■－－●－－－”叩几＝－－－▼－－■－一  ・・－L－W1′，▼■▼－ 〉 ヽ▼W｛ ▼▼▼【 

埼玉県  北海道  ◆熊太貰  

奈良県 滋賀県  
鹿児島県  

◆岡山県  
兵庫県  

和歌山県  愛知県  
◆  群馬県  大阪府  

阜取県㍉崎㌔  千葉県  

．叫  
県 茨城県  東京都  

－→一     一－－－－｛ ＿＿一L＿t一．  

10％  岬福岡県▼・－【－、【…－－¶  神奈川県 ‖  

広島県  
福井県◆三重県や杢翠  

岐阜県  

宮城県  山形県◆  静岡県  

福島県   

＋〝－〝■－▲■－－…－Ⅵ－▼－－▼■－【－－一←【－－－■－■－－叩WⅧサー－－・▼・・－【叩－－■■■▼－一－く－Ⅶ－■一■■＞1▲－▼－Ⅶ－－－▼－“－－【■．．、．．＿＿ 

宮崎県  

200  300  

看護教員数  

400  500   

厚生労働省看護課調べ  

600   



看護教員養成講習会の  
実施状況について（概要）  

目的  

各都道府県における「看護教員養成講習会実施要領」（平成－○年三  
月四日健政発二四一号）に基づく看護教員養成講習会の実施状況及び  

課題から、現状を把握する。  

対象   

過去5年間（平成16～20年）に教員養成講習会を実施した都道府県  

⇒22ケ所 ＋看護研修研究センター1ケ所   

過去5年間（平成16～20年）に教員養成講習会を実施していない都道府県  

⇒25ケ所   



1．過去5年（平成16～20年）に実施している22都道府県  
（※部分のみ看護研修研究センターのデータを含む）  

1）受講者の状況  

平成16年度  平成17年度  平成18年度  平成19年度  平成20年度   
開催都道府県数   11  10   10  13  12   

440   435   総定員  410  519   ．   489   

応募者総数   527  457   464   533   507   

受講者総数   419  ．  390   ⊆   397  470   458   

2）県外受講者について  
受け入れ人数  

受け入れている都道府県  

受け入れに対する方針  

0～24人  

22ケ所  

定員が下回るため受け入れる  

県内者優先だが受け入れ可  

基本的に県内者のみ  
その他  

10ケ所  

10ケ所  

1ケ所  

1ケ所  ‡  

3）定員を上回った場合の選抜方法※  

書類審査・面接リト論文を実施  

県の推薦、審査  

4）講習会実施に当たってのエ夫  
近県と持ち回り制  

需給調査を実施  
ブロック内の情報交換  

5年毎に開催など  

5）教員確保に関する都道府県の方針  
有り   10ケ所／22ケ所  

5ケ所  

13ケ所  

てこ‾‾‾方針  必要に応じて看護教員養成講習会を開催  
大学4単位教員にも看護教員養成講習会を勧めるなど  

‡  
無し   12ケ所／22ケ所  

T「各養成所に任せている」という回答が大部分であった  

6）看護教員養成講習会実施における主な課題・要望※  

受講者の確保  

講師の確保  
予算の確保  

委託先の確保  
講習会担当者の確保  

11ケ所  

10ケ所  

7ケ所  

4ケ所  

4ケ所  

統一された基準で各厚生局による毎年の実施 4ケ所  
必要経費に対する国の補助   

2．過去5年（平成16～20年）に実施していない25県  

3ケ所  

1）看護教員養成講習会を実施しない理由  
受講希望者が少ない  

委託先の確保困難  

講師の確保困難  

その他  

2）教員確保に関する県の方針  
有り   11ケ所  

12ケ所  

8ケ所  

1ケ所  

4ケ所   

丁方針  
県立養成所については、教員確保に向け、看  
護教員養成講習会受講のための予算措置を  
行っている  

開催県への推薦を積極的に行っている など  ‡  

無し   14ケ所  

T「各養成所に任せている」という回答が大部分であった  

‾｝  

7   



安寿斗！0三   

長野県における  

看護教員養成講習会  

長野県衛生部医療政策課看護係  

看護師 竹前 敦子  

開催に至った経緯  

平成19年度の状況  

（1）県内の看護師等養成所における未受講者数  

雄 一：■，ミ   ．甘†1．り七  ーl／圧門I11王   仁⊥‖爪パ1t   

3・2i巨こ－I用t   i3   111人   12人   

こ圧†i■t，机」iltl   5   20人   8人   

含．il   18   131人   20人   

（出典：保恨師助偏師才i維師法施行令第14条及び20集の報告）   

（2）平成21年度に新規開設予定校があり、講習会受講希望者は30名。  

、一二．  
県内養成所専任教員の未受講者を解消し、看護基礎教育の充  

実・発展による質の高い看護職員の育成を図るため、平成20年  

度に看護教員養成講習会を開催する。  

2   



講習会事前準備について  

●開催の必要性を関係機関に理解してもらう  

●事前に受講希望を調査する  

養成所の教員だけでなく、病院に勤務する看護職   
からの希望も出てくる。（8名）  

●病院への受講者派遣の依頼   

看護師不足の状況（7対1が取れなくなる等）を   

あげて派遣に消極的（8名→4名のみ受講となる）  

●カリキュラムの検討  

基本から講習会のあり方を組み立てるのに時間  

をかけた  

長野県ならではの講習会を実施したい  

他県の状況を調べて参考にする  
3  

カリキュラム検討会の開催  

（平成19年度）  
●開催時期・回数  8月～11月 4回  
●カリキュラム検討委良人員・構成 5名   

専任の教育担当者（講習会のために採用）   

県内の看護師等学校養成所の専任教員   

長野県看護協会教育担当者  

●検討内容   

カリキュラム作成・講師の選定・実習施設の選定   

運営方法の検討  

●検討において困った点   

教育担当者が講習会のために採用されたが、事務的   
なことは県の担当者が行ったため、当初は連携がス   
ムーズにできず、一つ一つの検討に時間を要した。4   



実施状況   

・研修期間5月12日～2月27日   

（10か月間・915時間）  

・受講対象者受講対象者   

本講習会終了後看護教育に従事する者   

受講者数29名（内県外者2名）  

・研修場所 長野県看護職員研修センター  

・教育体制専任の教育   

担当者及び事務担当者の配備  

・長野県看護協会に委託して実施   

事前準備の段階で明らかになった   
講習会の課題について（手  

・講師の確保をどうするか  

領域別看護学・教育関係の依柏できる講師が少ない  

● 教育実習施設の確保をどうするか  

ほとんどの養成所が講習会の受講者を出すため学生の教育で  

手一杯の状況になるのではと受け入れに消極的  

凸  

講師・教育実習施設との交渉  

・講師の確保は、大学・養成所の先生方の紹介に  

より幅広く交渉を重ねる  

・教育実習施設は、実習形態や内容について詳細に打  

合わせをし．講習会開催のための協力をお願いし最終  

的には県内ほぼすべての養成所が実習を受け入れる。  
6  

3   





実施してみての評価  

・主催者   

手探りの状態で準備をしたので、本当にこれで   

よかったのかとの不安が残った  

・受講生   

受講目的は達成できたとの評価   

それぞれ高い志を持って講習会に臨んだためで  

はないかと考えられる  

・講師   

カリキュラム内容が適切であった   

受講生の意欲が高く、講義しやすかった   

しかし、2年連続開催の講師は大変  

全体を通して  

・教育経験のない担当者による開催は、事前の準備  に 
多くの時間が必要になる。  

・看護研修研究センターヘ相談できることに気づいた   

のは、開始直前であったことも時間を要した一因と   
考える。   

・今臥カリキュラム作成に1年、その後の講師及び   
教育実習場所の確保にも多くの時間を要した。  

●会直前まで講師  

10  

5   



サポートとして期待すること  

●講師確保が困難な科目については、国によ   

る講師派遣や講師への依頼  

●県の講習会担当者に対して、教員養成講習   
会に向けて必要な研修の開催  

●国が中心となってブロック単位で開催出来   

るようなルール作り  

－■‾、l王   



今後の看護教員のあり方に  

平成21年7月13日  

滋賀県健康福祉部医務薬務課  

中西京子  

蘭Ⅰ．共同開催に至った経緯  
1．開催当時の状況（平成15年度）   

一束都府：以前は毎年講習会を実施していたが、   
徐々に府内受講者が減少し平成11年度以降  

は3年毎の実施となっていた。  

【参考：平成15年度の未受講率22．69ら】   

■滋賀県：平成6年度の実施以降、県での開催  
はなし。  

【参考：平成15年度の未受講率は、24．6％】  

＿．丁∴＿  
京都府から共同開催への打診があり、滋賀県も未受言韓率が高いことから  
共同開催についての検討を行い決定となる   



背込．両府県の検討内容   
■開催年度について  

滋賀県：平成16年度から開催したいが無理か  

京都府：準備期間や開催場所の確保等から考えると無理  

平成17年度開催の方向で検討したい   
■経費について  

滋賀県：国庫補助と受講者負担で賄いたい  

受講者の負担金を上げ一般財源の持ち出しは避け  

たい  

京都府：国庫補助、受講者負担、一般財源を考えている  
一般財源は受講者の人数により両府県で応分の  

負担としてはどうか   

■ 開催の形態について  

滋賀県：今までは、県直営で実施していたが、今後は委託  

先をどこにするか検討したい  

京都府：府看護協会委託  

⊂巨軸．運営方法について   
1．共同開催の基本的考え方  
①経矧こついて  

・開催県が国庫補助金の申請および前年度の準備委員会も含めて  

予算化する。  
・受講料について  

滋賀県・京都府‥・10万円  

他府県  ■‥15万円  

②実施方法  

・カリキュラム編成、講師依頼等の事前準備、受講料の収入、修了証書  
の発行は県が担当  

・講習会の開催運営および講習会集録集のとりまとめは看謹協会へ  

委託  

③実施時期について  

－2年毎の開催とする  

④開催の形態について  

・企画は開催県が担当  

・実施は、看護協会等への委託とする  

4  
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画］共同開催での実施状況  

平成16年  平成17年   平成柑年  平成19年  平成20年  平成21年   

滋賀県  準偶委員会  孟鵠習会の其施  準備委員会  講習会の実施   

京都府  準瞞委員会  講習会の炎施  

■準備委員会：  

・次年度開催県が担当  

・準備委員は開催県で選出、事務局は両府県担当者  

・開催要綱の作成、カリキュラムの作成、講師の選定   

受講者の選定等  

平成17年度  平成19年度  平成21年度  

開催県   滋賀県   京都府   滋賀県  

期間   8ケ月   8ケ月   8ケ月  

45名   35名   35名  

（滋賀県：13名）   （滋賀県：10名）   （滋賀県：‖名）  

（京都府二21名）   （京都府こ柑名）   （京都府二19名）  

（県外：11名）   （県外：7名）   （県外：5名）  

（県外生の内訳）   （貼外生の内訳）  （妹外生の内訳）  

兵碓媒・和歌山県   兵価県・和歌山捏   兵庫鋸・奈良県  
三並県・岡山県   愛媛県・徳島県   福井県■香川娘  
大分県・佐賀県  石川県■秋田県   鹿児島県  
宮崎県t鹿児島鼎  

開催の形   
態  

経費   
10．342千円   11．555千円   9024千円  

（匡掴ト52，92千円）  （国陳：5．305千円）   （固体：5．274干円）   

6   
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．  共同開催における成果及び課題  

1．共同開催後の成果  
・滋賀県：2年に1回の開催により未受講者が減少  

・京都府：開催の翌年は減少、職員の異動・退職等で変動はあるが  
隔年での受講の機会が確保できた。  

2．共同開催における課題  
・講師料が開催県により異なる   

滋賀県は、県の規定による講師謝金   
京都府は、看護協会の規定による講師謝金  

・受講生の確保が困難   

理由：  

（D病院は、看護師確保のため出せない   

②認定・専門看護師の受講希望者の増加   

③看誰教員養成講習会の開催県以外の府県に募集をかけても集まらない  

一県の財政困難から一般財源からの持ち出しは厳しい  

丁   



頑］   

Ⅳ．サポートとして期待すること  

「看護教員養成講習会実施要領」の見直し  

①期間及び時間数について   

・1年間の講習とする。（詰め込みの教育ではなく、自  

ら考える力をつける教員）   

・単位制として他の講習との互換性を持たせる。  

一評価の視点を明確にする。   

②各都道府県での実施について   

1各厚生局単位での統一したカリキュラムによる実施  

■あるいは、大学に看護教員養成課程の設置  

9   
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第2回 今後の看護教員のあり方に関する検討会  

福岡県看護教員養成講習会の実施における  

現状と課題  

福岡県保健医療介護部医療指導課看護指導係  

実施状況  

・昭和45年度より毎年、単独で実施  
（企画・運営：福岡県）  

・開催期間：8ケ月間  
・教育時間数：960時間  

（＊実施要領900時間組  
・受講定員：45名（当初より県外受講者受け入れ）  

・受講料：15万円（平成19年度まで67，000円）   
＊受講料は県外受講者も同額  

・専任教育担当者を講習期間中1名配置   

＊専任教員経験者で幹部看護教員養成課程修了   

＊現国立病院機構看護部長経験者  
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何故、講習会を継続しているか   

専任教員の退職者が多く、教員養成講習会未受講者   

数は減少しない  

県内看護師等養成所∵嘲名  

（平成21年4月）  

受講者に占める県内平均受講者数 24．2名  

平成17～21年度   

専任教員191名退職（年間平均退職者数 38．2名）  

過去5年間（H16～20年度）の退職者調査35校回答  

3  

県内看護師等養成所35校（45課程）の内訳  

（平成21年4月） （単位：人）  

課程別   専任   講習会   大学で教育に  

養成所数  教員数  未受講者   
関する単位を  

4単位取得   

3年課程   14   145   18   32   

2年課程  13  114  19   15   
（通信含）  

准看講師  17   108   21  
課程  

助産師課程   1  4  0   0   

計  45  371   
（1， （1）。   

2   



※未受講者は13．7％～15．9％で推移している。  

5  6  7  4  佐賀  2   4  

長崎＿＿＿＿＿ヱ＿＿＿＿＿＿＿j＿‖＿…A＿－＿＿＿…1＿＿＿…＿＿亭、＿＿…議軍貪  

熊本＿＿…⊇叫叫＿＿さ＿＿＿＿＿＿＿＿さ…‖＿＿＿▼写＿＿…＿＿＿A…＿＿…革＿＿＿．  

大公＿■＿＿＿1＿＿＿＿…え＿＿＿…＿旦…＿＿諸農会＿…講芳会＿＿＿＿＿L‖  

宵喰…＿＿1……＿え＿‖＿－＿＿鼻＿＿＿…＿j＿＿、…＿月一大分つ）＿4…  

鹿児島＿＿＿1＿＿＿＿＿＿＿1＿＿＿－＿＿＿4＿＿＿…＿j叫＿…＿A＿＿＿＿＿＿＿＿ま…  

沖銚……．l＿＿…．＿ヱ…＿＿．●1＿．＿＿＿…＿】………l…＿…議鼠会  

九机以外皿＿＿＿…＿ユ＿＿…＿＿ユ…‖＿＿－＿2＿－＿－＿＿＿＿ユー‖＿＿＿＿＿え＿  

合計 12   22   24   21   20  17  

他県の内訳  

1 1 
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養成所からの受講者の背景  

受講までの養成施設での教育従事年数  
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」一     ＿  

H16  H17  日18  H19  
（年位）  

軒数員藩成誹竜一会末文溝のまま3年以上数日として就労している者が瓜成所  

からのこぢ加者の1～2割。教γ7の持の向上のため擢封二受講できる体制を確  
保する必華性がある。  

現状と課題  

・専任教員の退職者が多く、講習会未受講者が減少しない。  

・個々の看護経験や基礎学力等の差に応じた、より丁寧な教育内容及び個人   

指導の必要性がある。   

①「自分自身の看護観」「看護教育課程の理解と看護教育方法の修得」に  

個人差が大きい。  

②基礎となる文書力、読解力が不足（看護論レポート等）しており演習や  
教育実習の運営に講師が苦慮している。  

・8ケ月ではゆとりをもった十分な教育内容を確保することが困難である。  
・長期研修やワークショップ等からメンタル面での間矩が発生することがある。  
・幹部看護教員養成課程修了者が少なく指導的立場の講師確保が困難である。  
（看護教育方法演習等）  

凸  
・看護軽験等に応じた教育内容等の検討  

・ゆとりのある教育期間の検討  

・メンタルサポート対策の必要性  

・評価のためのガイドラインの必要性  

4   



今後に期待すること   

・教員養成講習会のカリキュラム構築における   

サポート体制の確立   

→県担当者を対象とした研修会の開催やコン  

サルテーションシステム  

・評価に対する考え方についてのサポートが欲   

しい  

亘   
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看護教員養成講習会の   

実施状況について  

過去5年間（平成16～20年）に教員養成講習会を実施した  
22都道府県＋看護研修研究センター  

・・・1～14ページ  

過去5年間（平成16～20年）に教員養成講習会を実施していない25県…15ページ  

厚生労働省医政局看護課  

2009年7月13日   



看護教員養成講習会の定員■応募者・受講者数・倍率・定員充足率  

平成16年度l平成17年度1平成18年度   平成19年度  平成20年度   

▼±±lt：：⊃   

50  阜p  】  50  5P  串0  

北海道  応募者（倍率）   41（1）  36（1）  39（ユ）  ＿ 亭ヱく］） L 4旦（リ  

童話吉敷▼（定貴女舌奮う   示（由）  36（ナ2）  39（78） L 37（74）  48（96）   

定員  －－ト、  

宮城   応募孝心吾垂1 30 34（1）  

Ⅳ一．“【 受講者数（定員充足率）   】 34（113）   

1  

定員  ‾▼ 

‖  埼玉  序奏看て唐車r 45  
受講者数（定鼻元豆を）   38（84）   

定員  30  

千葉  鹿妻着日書率ラ  【－ 36（り）  

L  

受講者数（定員充足奉）  j2（107）  

定員  45_ 

東京  鹿妻音（倍率）   77盲r 一ト 4。～デ．示1－ 51子デ．3）  38（膏）  「48．。）  
受講者数（定員尭良妻）   40（86）   倉岳て由）   由葎7仁 皇6（58）  38（84）   

定員   40   4p  40  叩  

神奈川  応募者（徳毒）   60（1．今）   β5（1．9）   60（1・5）  6p（1．5）  旦裏1．4）  

受講者数（定員充足率）   オ1（103）   35（88）   40（100）   40（100） § 39（98）   

定員  ‾  きP  

長野  応募者（倍率）  写9（1ラ  

音読者数（定員充足峯）   29（97）   

定員  ▼  35   鱒  

岐阜  応募者（廠軒 35てう）L 
竜講者数（衰貞衰足■牽「  3岳行元）ト   ，亭む1）  

定員  30  

静岡  応募者（軽率i  ∴  」卓2仕り  
垂講者数（定員充足率）  44（98）  【 30（100）   

定員   30   30  鱒   芦亭  

愛知  応募者（倍壷）   54亘7）  47什4）   
音義者致■（恵■員東豆享ラ   32（107）  ‾－うオ狛ざテ   30    】           準：（1二阻  亭9（リ1＿．▲＿叶（1二2〉－         36（120）  6（103）   35（100）  



平成16年度  平成17年度！平成18年度l平成19年度  平成20年度   

定員   30  

三重  応募者（倍率）   
受講者数（定員充足率）   

25（1）  

24（80）  

定員   45  

滋賀  応募者（倍率）   
受講者数（定員充足率）   

45（1）  

45（100）  

定員   45  

京都  応募者（倍率）   35（1）  
受講者数（定員充足率）   

35（78）  

定員   70  70  70  70  80  

大阪  応募者（倍率）  一 ・ ； 
受講者数（定員充足妥）   ・・  ．…●   】 ・．  ；●壬   

定員   50  35  35  

兵庫  応募者（倍率）  3亭（1）  

受講者致（定員充足率）   。）  35（100）   

定員   3亭  35  35  

広島  応募草（倍率）   49（l二蔓）   う4（1）   2ナ（1）  

受講者数（定員充足率）   37（106）   54（97）   女ナ（テラう   

定員  30  30  

山口  応募者（倍率〕  
受講者数（定員充足率）  

jo（1）   20（1）  

30（100）   20（67）   

定員   4与  4与  45  45  45  

福岡  応募者（倍率）  45り）  45（1）  

受講者数  45（10d）   ≠ ㌶ミミ三三， 。）  45（100）   

定員   34  34  

大分  応募者（倍率）   34（1）  33（1）  

受講者数（定員充足妥）   34（100）  33（97）   

開嘩都道帝畢致   1  1 lO  13  

計  経定員   甲0  4鱒  410  519 12  
応募者軍勢   7  464  533   57  

受講者総数（定員充足率）  419（96）  91う  397（99）   470（91）   458（92）   

看護研修研究   定員這2ノ   105  15  120  120  120   

センター 
注1）  応募者（倍率）   i  

受講者数   
‡ ●－ 160（1．与）  

． ． ．・ ・；    105（88）   

注1）保健師養成所教員専攻は除く   

注2）平成18年より看護師養成所教員の定員が増員となっている   



直近の開催年度における看護教員養成講習会の実施体制について  

開催期間  講師数  受講者の   

（ケ月）   
（名）  

注1）   業務委託先  

（名）   （名）   
費用負担額 （円）  県受の 設定額（円）  

北海道   8   50   2   85   なし   70，000   設定なし   

宮城   8   30   2   87   なし   76，558   106，003   

福島   8   40   2   3   81   なし   130，000   200，000   

茨城   10   30   兼務1   1．0   ．95   茨城県看護協会   100，000   120，000   

群馬   31   兼務1   91   なし   150，000   170，000   

埼玉   12   45   2   84   埼玉県立大学   140，000   160，000   

千葉   10   30   2   207   なし   0   0   

東京   12   45   2   69   平成19年より東京都看護協会（平成 19年までは現首都大学東京に委託）  256，000   設定なし   

神奈川   12   39   4   5   205   なし   371，848   66，900   

長野   †0   30   2   65   長野県看護協会   150，000   170，000   

岐阜   8   35   2   76   岐阜県看護協会   17000～20000  17000～20000   

静岡   8   30   2   73   静岡県医師会   180，000   設定なし   

愛知   12   35   2   3   84   なし   180，000   設定なし   

8   30   3   2   5   78   三重  三重県看護協会   180．000   180，000   

滋賀   8   45   2   78   滋賀県看護協会   100，000   150，000   

京都   8   35   2   81   京都府看護協会   
150000  

100，000   （京都・滋賀以外）   

大阪   8   80   2   81   大阪府看護協会   100，000   設定なし   

兵庫   8   35   0   79   なし   135，000   135．000   

広島   8   35   2   71   
公立学校法人県立広島大学（平成  
18年産までは、広島県看護協会）   

200，000   

山口  30   2   48   山口県看護協会   100．000   150－000   

福岡   8   45   兼務1   61   なし   150、000   設定なし   

大分   8   34   2   3   52   なし   150．000   設定なし   

看護研修研 セン 104注2）   
究ター   9   5（兼務1）  13   123   なし   0  

注1）「平成16～20年看護教員養成講習会実績老告書」より（一部実数含む）：講師は教育担当者と兼ねている都道府県もある  
注2）看護師養成所教員専攻と助産師養成所敦員専攻の合計   



○＝3つ全て実施  

看護教育実習内容について  

指導時間  
日等  

講義  時間学詔書竃   時間  臨地実ユ 指導  ‖ ぎ時間   
‖ u  

その他  頻度   その他  指導方法  その他   

北海道  O i O i 

宮城   △  
面接指導  

△  90  △  定期的  面接指導  メール・FAX   

福島   ○  ○  ○  
ヽ  、、d   

地実習指導は見学実習  毎日  面接指導  

講義は授業指道d、；‾圭  

茨城  ○  ○  ○  面接指導  

施している。   
群馬  ［］   ［コ   ［］   定期的  面接指導  

○   不定期  電言喜等による指導  

三 ；  －     － ＝ －  
て講義を実施、日案週案を作成して  

△  40   面接指導  
電話・実習日誌な  

実習先の状況によっては学内演習も  どの紙面で   

体巨莫できる   

○教育担当者及び教育実習  

担当講師は、最低でもオリエン  
90－  テーションの時期・模擬講義ま  

東京  
△  

△  
その他  面接指導メール・FAX・電話  

し、指導を行っている。  
○実習先の指導教員は毎日  

指導している  

神奈川   △  △   毎日  面接指導   

長野  原則は見学だが、各養成所に任せ  
ている   定期的  面接指導  

岐阜   △  △  

静岡  O j O i 
毎日     面接指清  

O i 定期的  面接指導  
実習校の担当教員により、講義■学  

愛知  n i △  ○  内演習指導のいずれかを選択しても らい実施、臨地実習指導は必ず実施  面接指導  

している  
三重  ○  ○  計120晴間  

滋賀   
○  と  

［］  ［コ  

面接指導  

不定期     面接指導  



指導時問  
指導  

時間  学内演習 指導  時間  臨地実習 指導  時間   その他  頻度   その他   指導方法   その他   

京都   △  △  △  その他  教育実習校の指導教員による  面接指導  

実習受け入れ校があれば、学内漬   定期的  
面接指導   大阪   △  △  

習実習を実施  
電話   

各受講生が講義または演習を1単  

位時間（45分）以上実施する。  実習中は実習校の専任教員  

各受講生が臨地実習指導の見学ま  が指導している。講習会専任  
兵庫   △  △  △  たは学生指導を実施する。  その他    教員（教育担当者）はオリエン  面接指導   

他は、実習校の状況に合わせてプロ  テーションや実習まとめを遷宮  

グラムを組む。  している。  

広島   不定期  
ヒ．  

○  ○  ○  その他   
者による指導   

山口   △  △  △  不定期  面接指導  

実習中は実習校の専任教員  ○実習施設の指  

が指導している。講習会専任  導者による指導  

福岡   ○  ○  ○  その他    教員（教育担当者）はオリエン テーションや実習まとめを運営  

○講習会専任教  
面接指導     員は必要時実習  

している。  校に出向いて指  

導   

大分  
授業案の作成・模擬授業・学生を  

対象にした授業・臨地実習への同行   

○センター教官：事前指導を行  

い、できる限り、授業、カンフア  
レンス指導場面を参観し、振り  

看護研  
返りと事後指導を行うことがで  

きるように指導の日程を組む  
修研究セ  △  （48）   △  42  面接指導   

電話、メールでの  

その他       ○教育実習受け入れ校の指  指導もあリ   
ンター   導担当教員：授業に関しては  

不定期（ほぼ毎日）に、臨地実  
習指導に関しては毎日指導す  

る  
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開催都道府県が独自に設定できる「その他」60時間に含まれる教育内容について  

「その他」の授業内容   左記の授業内容を選択した理由   

①社会保障論②文化人類字  
③特別講義：道内の看護の動向、医療安全教育の実  

北海道    際、在宅看護の実践から看護基礎教育への期待、新  
人教育の実際と基礎看護教育に期待すること   

グループダイナミックス理論を踏まえ討議の基本を学び、集団における学生の気持ち  
①討議法 ②保健医療福祉論  を引き出す技法を学ぶため  

宮城            ③看護におけるコーチング④看護と倫理   社会保障制度や医療、保健、福祉の動向と連携について理解を深めるため  
毎）脳科学と教育 ⑥体育 Gヰ寺別講義   コーチングの基礎理言貪や方法を学び、相手の自発的な行動促進についての理解を深めるため  

看護転としての倫理的態度のあり方について学ぶため   

①国際看護②災害看護③生命倫理  

看護基礎教育において充実強化すべき内容や看護教員として資質の向上を図るために必要な授  

福島   ④カウンセリング技法⑤グループワーク     ⑥指定規則の遵守⑦これからの看護教育  業内容として設定   

・③保健医療論  

茨城  ①情報処理論②看護倫理学③家族看護学 ④カウンセリング等⑤災害看護   任教員としての実務に必要な知識及び技術と考えた   

①看護管理  
①看護の質の向上を図るため看護サービスの管理の現状と課題を理解し、看護基礎  

群馬   ②カリキュラム改正の取り組み  
教育の役割を認言鼓するため  

③看護基礎教育から臨床における新人教育  
看護教育内容をより豊かにするため  

㌢看護教育内容をより豊かにするため   

①看護・看護教育の基本となる人間関係の本質を学び、看護■看護教育の基礎とするため  
②社会状況の変化に伴い、患者のみならず家族に対しても具体的な看護介入が必要な場面が多〈  
謀っており、家族看護に関する基礎理論と方法について理解を深めるため  

埼玉  ①人間関係論②家族看護論③社会福祉論 ④生命倫理⑤看護の動向  
③老人・児童・傷害者をめぐる社会福祉サービスの動向や課題を学ぶことにより、看護職が社会福  
止にどう関わることが必要かを考える機会とするため  

④医学・医療技術の進展により、人間の生と死が他者に操作されている現状を理解し、看護職とし  
、人間の生命の尊厳を考え直す機会とするため  

⑤看護を取り巻く社会状況と社会が看護に求めることの関係を理解し、看護を実践する上で関わる  
去規を理解し、社会情勢に目を向けることの大切さを考えられるようにするため   

干葉  ①チーム発想法②情報科学③人間関係論 ⑥青年心理⑤女性学   情報化に対応し、教員、学生、関係者との人間関係をスムーズに取れる人材の育成を目指すため   

①看護管理学概論   ①看護教育の現場において、リーダー及びマネジメントを担う基礎知識を養うため  

東京       ②看護の統合と実践（医療安全・災害看護・国際看護）  a改正カリキュラムに伴う授業内容変更等に対応するため   ・二…）倫理学（生命倫理学・看護倫理学）  ③看護教育に携わる上で、倫理観の構築は必要不可欠で あるため  

④人間関係論   ④看護教育を行う上で、重要なスキルであるため   

6   



「その他」の授業内容   左記の授業内容を選択した理由   

①ヒューマンサービス論   本大学の理念であるヒューマンサービスを学ぶため  

神奈川       ②人間関係論   看護を行うものとして自分を知ること、他者とかかわるということも必要な学習であるため   

長野  記載なし   己載なし   

岐阜  ①討議法②集団指導③特別講義   新カリキュラム内容を理解できるよう沿った内容を組み入れた。演習形式で進めるものも多いため円  
骨な演習を進められるように討議法や集団指導を設定   

①看護行政の動向②マナーの哲学  
静岡   ③生と死④アニマルセラピーと看護   

護教育をより豊かにするための最新情報を得る   

愛知  ①看護管理②特別講義   看護教員にも管理的能力が必要であると考えた。また、カリキュラムの主たる教育内容の理解を  
采められるように設定している   

三重  ー丑看護の展望（亘’国際社会における看護活動   リキュラム改正を念頭に置き、国際的、全国的な看護の動向を受講者が理解するため   

耳情報科学②情報処理の実際  
③医療における個人情報の管理  

「自らの教育者としての能力に責任を持ち、常に変化、発展する医療及び教育に対応すべく自己  

滋賀    ④保健医療福祉の動向⑤看護の動向  
錯能力を持つ」という育てたい教員像の目標達成のための科目を検討し上記のような科目を設定  

⑥リスクマネジメント⑦看護と法律⑧ヰ寺別講演          た。   
①保健・医療福祉の動向②看護の動向  

京都   ③看護管理④医療安全⑤看護と法律  れからの看護のあり方と課題を学び、看護教育に活かすことを目的とする   
⑥災害看護⑦国際看護⑧アドポカシーと看護  

①看護管理②クリニカル／iス③看護の動向  
④保健医療福祉の動向⑤人権研修⑥看護倫理  
⑦医療経済と診療報酬⑧リーダーシップ  

大阪     ⑨組織論⑩災害看護⑪医療安全  
護の動向に応じた内容を選出している   

⑫感染予防とリスクマネージメント  

⑬文献検索の実際⑭看護の日参加  

①カウンセリング（∋保健医療施策の動向   生気質を理解し、カウンセリングの基礎を学ぶため  
③看護と政策④看護管理⑤実習調整について  、の保健医療行政の理解のため  

兵庫            ⑥災害看護と国際看護⑦医療安全教育   護及び看護教育の動向をふまえ、看護教育や専任教員に必要な最新の情報、トピックス的な内  
⑧看護の動向 ⑨エビデンスを中心とした看護の専門性  、を取り入れるため   

①カウンセリング②社会心理学②健康政策論  
広島   ④討議法⑤医療人類学   護教育活動に役立つ知識について幅広く学習するため   

①社会福祉②医療看護の動向 ③カリキュラム改正  関連科目として、社会福祉、介護保険等を入れ、特別講義として社会情勢上、必要と考えられる  
山口        ④看護管理⑤医療安全他   容を加える   
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「その他」の授業内容   左記の授業内容を選択した理由   

旬国際看護②医療経済学③医療安全④社会福祉  

福岡   ⑤討議方法⑥人間関係づくり⑦ゲルづロワークの進め方  

⑧看護行政の動向⑧実習指導に原理と方法   

①討議方法②社会福祉③カウンセリング  
④医療倫理⑤コーチング  

大分    ⑥特別講義「看護職の自律をめざして」  
言広い知書芸の導入のため   

⑦看護行政の動向  

①拡大する情報の概念を理解し、情幸昆が社会、経済、文化さらには人間の教育や生き方  
にまで影響を及ぼすことなど、看護学と情報との関係を理解する  

看護研修  
②保健医療福祉制度に関して、その動向や政策上の根幹となる問題およびそれらに対する  

研究セン  
政策決定のプロセスを理解する  

ター   （いずれも15時間、合計4科目で60時間。）  
③日本人の生活様式や行動特性を学び、人間理解を深める  
④自己理解や他者理解の基礎として、人間の身体の動きが示す意味を深く理解する  
⑤人の生活における経済的側面のメカニズムや相互関係の法則性を学び、医療・看護を  

経済的な視点から考える  



実施要領に規定する「900時間」を超えて行われている授業内容について  

「900時間超えた」授業内容   左記の授業内容を選択した理由   

北海道  ①特別講義②研究方法や教育実習等のオリ エンテーション・準備③レクリエーション  看護教員としての自己啓発を促し、また演習・実習を円滑に進めていくため   
宮城  聞・閉会式・オリエンテーション（12時間）  

開講式・開講式・オリエンテーション・  

茨城   特別講義（15時間）   
看護教育及び看護教員のあり方について思考を深めるため   

群馬  教育方法を含む論理的思考や人間関係論   看護教育の基礎を重視することにより専門分野の完成度を高めるため   

埼玉  特別講義（トピックス）   教育内容をより豊かにするための内容   

看護の質の向上を目指す組織のあり方を学び、また、教員としての豊かな人間性を育  
千葉  ①看護管理（15時間）②女性学（3時間）  

てる目的で授業を設定   

東京  看護教育実習   
看護教育実習は3週間で講義と臨地実習指導を実施しているが、事前訪問や打ち合わ  

せ、教育実習終了後のまとめ等を含めて120時間とした   

①看護の専門性を追求していくうえで看護技術についての考え方を学び、今後の看護教  

①看護技術論②看護教育研究計画  育や看護の実践にいかすことができるため  
神奈川   ③看護教育研究演習  ②看護教育と実践するうえで研究活動は不可欠であり、また学生や現任者に指導してい  

くためにも必要であるため   

岐阜  ①行事（オリエンテーション）②研修時間   
定められた時間内では演習のまとめ等に十分な検討ができないため研修時間を設け  

ている   

（D看護管理  
①看護教員にも管理的能力が必要であると考え設定している  

愛知   ②看護学教育課程演習  ②三年課程のカリキュラム全体を編成するには定められた時間では不足なため、60時間  
とした   

滋賀  特別講演「身につけよう医療安全」  

①情報科学で実習を実施していたため  

大阪  （D基礎分野②看護教育課程 ③その他  ②演習に向けて各専門分野での授業を取り入れているため  
③最新の医療・看護分野の学習のため  



「900時間超えた」授業内容   左記の授業内容を選択した理由   

兵庫  （手持別講義 ②開講式・開講式   
看護教育に求められる情報や新カリキュラムに対応した教育内容を導入する必要があ  

るため   

①看護論②看護教育課程  
慣れない時期に自己学習を入れ、イ本慣らしとして演習準備を行うために初期に始まる  

山口   ③看護教育演習④研究  
演習時間を増やすことにより、受講生の時間外演習の負担を減らすとともに外部講師の  

日程変更に対応するため   

③専門分野（3時間）④その他（18時間）   
福岡  （弧基礎分野（6時間）e）教育分野（15時間）、   関連分野については、カリキュラム改正に伴う各分野の充実を図るため   

大分  発達心理学・特別講義   教育の対象である青年期の心理的発達過程の特徴を理解することや、看護及び看護  
教育の潮流を学ぶことが、看護教員としての質の向上につながるため   

①授業、演習、実習などの指導を行うにあたって、最新の研究知見を活用して  

看護研修  （む研究方法（15時間）  
教育内容を設定する能力を養うために、研究論文のクリティークを行う時間を   

研究セン  
②特別講義（15時間）  

確保する。   

ター  ②保健医療福祉、教育および人間理解の基礎となる諸分野の碩学の講義を  
通して、看護基礎教育のあり方を考える力を洒養する。   

＊900時間を超えていない県は掲載していない  
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修了認定の設定について  

修了認定の基準  

（出席日数以外に基準を設定している場合）   

①講習会全体の欠席時間が1割を超えないこと  
北海道     ②各授業科目の欠席時間が1／3を超えないこと   

以下のすべての要件を満たした者  
①出席時間数が全授業時間数の90％以上であること  

宮城  
②各授業科目の出席時間数が3分の2以上であること  
③受講生としての行動が良好であること、   

福島  各科目時間の3分の2以上の出席、受講状況において著しく到達目標に達しない場合は修了を認定をしないことがある   

下記の全てに該当する者について修了を決定する  

茨城  
①全講習会日数のうち欠席日数が20日以内であること  

②各授業科目のうち2／3以上出席していること  
③レポート等を期日までに提出し内容が十分と認められること   

群馬  各授業科目の2／3以上出席していること   

①講習会日数のうち欠席日数が20日以内であること  
埼玉     ②各講習科目の3分の2以上出席していること   ③各演習の参加度が高く 

、レポートを期日までに提出し、内容が充分と認められること  

④専門領域別演習において模擬授業を実施すること   

千葉   設定していない   

①出席日数が全授業日数の4分の3以上であること  
②授業科目の評価が合格点に達していること  

③科目の出席時間数が正規の授業時間数の3分の2以上であること  
東京           ・答評価科目（看護論演習、看護教育課程概論、看護教育課程演習、看護教育方法論概論、  

看護教育教授方法演習、臨地実習指導方法演習、看護教育評価、看護教育実習）については、  
担当講師が行う試験、レポートなどが合格基準に達していること  

⑤その他の科目は担当講師の裁量による   

神奈川   設定していない   

長野  全講習会日数のうち欠席日数が20日以内   

岐阜   設定していない   
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修了認定の基準  

（出席日数以外に基準を設定している場合）   

「授業料目評価がB以上であること」授業科目の評価は  

（1）出席時間数が授業時間の5分の4以上であること。  

（2）各授業科目の評価については、授業科目ごとの記載とする。  

静岡  成績評価基準  

A・・十分目標は達成されている。  

B・・目標は達成されている。  

C・・目標が達成されていない。（不合格であるので、合格基準に達するため再評価を受ける。）   

愛知   
（手各科目の出席時間数が5分の4以上であること  
②評価科目（12科目）については、担当講師が行う試罵凱レポートなどが合格基準に達していること   

三重   設定していない   

滋賀   設定していない   

原則として全科目の規定時間の履修が条件であるが加えて以下に該当する場合修了証書を交付しない  
（D理由のいかんにかかわらず10日以上欠席した者  

京都        ②欠席時間が講義、演習については各科目毎の時間数の3分の1以上、実習は5分の1以上欠席の者  
③受講生として行動等が適切でないと認められた者   

①出席日数が講習期間内に全授業日数の90％以上であること  
②各授業科目の出席時間が3分の2以上であること  

大阪        ③受講中に離職しないこと  

④「看護論演習」「看護教育課程等演習」の評価がC以上であること）   

兵庫  924時間中 900時間の出席を原則とする（欠席時間分は、担当講師の指示したレポート提出）   

広島   設定していない   

山口   レポート提出   

（弧出席日数が全授業日数の90％以上であること  
福岡     ②看護論文、教育方法演習および教育実習について担当講師による点数評価   
大分  受講態度・課題提出状況   

看護研修研  センター教官が担当する科目は認定言式焉貪を行う。教育実習はセンターが作成した評価表を使用して教育実習受入れ校   
究センター  において実際に研修生の授業や実習指導を担当した教員、および指導責任者が評価を行う。   
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教員養成講習会開催に関する方針等について  

○県外受講者の受け入れに対する方針  

方針   都道府県名   

県外希望者を受け入れることは可能だが、県内者が優先である   
北海道、埼玉県、千葉県、東京都、長野県、岐阜県、   

静同県、京都府、大阪府、大分県   

県内者だけでは受講希望者が定員を下回るので、県外からの受講希   宮城県、福島県、茨城県、三重県、滋賀県、兵庫県、   
望者は受け入れている   広島県、山口県、福岡県   

県内着からの受講希望者が多いので、基本的に受け入れていないが、   
ゆとりがあれば県外希望者を受け入れることは可能   

愛知県  

その他   神奈川（募集要項を県内外へ送付）   

○看護教員養成講習会を実施する際のエ夫  

工夫内容  

県外受講者を見込んで定員数を決定   6都道府県   

その他   

○国庫補助制度活用のため30人以上で実施   
○県内関係施設に需要調査を実施   
○東海北陸ブロックとは受講の有無等を早めに情報交換   

5都道府県  

○受講者確保のため5年ごとに開催   
○近県の開催を参考とし、事前に県内養成所へ受講希望者数を調査   

近県と持ち回り制で開催   2都道府県   

特になし   8都道府県   

未記入   1都道府県   
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看護教員養成講習会実施における課題及び要望について  

■：；＝…   
回答数   

受講者の確保   

講師の確保   10   

都道府県の財源（予算）確保   了   

講習会（教育・事務）担当者の確保   4   

実施委託先の確保   4   

教室等の確保   3   

実習施設の確保   2   

講習会への長期派遣が困難（養成所）   2   

開催時期や場所等の問題による未受講者の発生   2   

バランスのよいカリキュラムの作成   

2年課程、准看護師課程の受講生が多く演習等の   

運営に講師が苦慮   
1  

受講者への支援の増大（学業・メンタル・生活指   

講習内容（カリキュラム・実施評価等）が開催県に   

よる差が認められる   

看護学生の看護実践力を育成できる看護教員養   

成プログラムの作成が必要である   
1  

現荏も養成所が増えており、講習会の継続が必要   

である   
1  

要望   回答数   

統一された基準で各地方厚生局による毎年の実施   4   

経費（報償費及び旅車以外の経費、準備にかかる費   
3   

用、会場使用料等の当然必要な経責）に対する補助   

評価のガイドラインが必要   
1   

＊過去5年間（平成16～20年度）に看護教員養成講習会を実施した22県からの自由記載（複数回答）をもとに作成  
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過去5年間（平成16～20年）に看護教員養成講習会を実施していない25県について  

○看護教員養成講習会を実施していない理由   
受講希望者が少ない   12県   

実施委託先の確保が困難   8県   

講師の確保が困難   1県   

その他   4県   

無し：14県   

各養成所に任せている   




